
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

規 則 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

高知県心身障害者扶養共済制度条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和３年４月１日 

高知県知事 濵田 省司 

高知県規則第31号 

高知県心身障害者扶養共済制度条例施行規則の一部を改正する規則 

高知県心身障害者扶養共済制度条例施行規則（昭和46年高知県規則第55号）の一部を次のように

改正する。 

第４条第１項第３号を次のように改める。 

(３) 機構が定める様式による障害証明書 

第７条第１項第１号アただし書中「死亡証明書・死体検案書（別記第10号様式）」を「機構が定

める様式による死亡証明書（死体検案書）」に改める。 

別記第１号様式中 

「氏名          ㊞」 

を 

「氏名           」 

に改め、同様式注２中「確認欄にも、」を「確認欄に」に改め、同様式注３の(３)中「別記第３号

様式による心身障害者の」を「独立行政法人福祉医療機構が定めた」に改める。 

別記第２号様式及び別記第３号様式を次のように改める。 

第２号様式及び第３号様式 削除 

別記第４号様式中 

「加入の申込者又は加入者 住所 

氏名          ㊞」 

を 

「加入の申込者又は加入者 住所 

氏名           」 

に改める。 

別記第５号様式裏面及び別記第５号様式の２裏面中「高知県地域福祉部障害福祉課」を「高知県

子ども・福祉政策部障害福祉課」に改める。 

別記第６号様式中 

「１ この決定に不服があるときは、この決定があったことを知った日の翌日から起算して60日

以内に、行政不服審査法に基づき高知県知事に対して異議申立てをすることができます（な

お、この決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内であっても、この決定の

日の翌日から起算して１年を経過したときは、異議申立てをすることができなくなりま

す。）。 

２ この決定の取消しの訴えは、この決定があったことを知った日の翌日から起算して６箇月

以内に、高知県を被告として（訴訟において高知県を代表する者は、高知県知事になりま

す。）提起することができます（なお、この決定があったことを知った日の翌日から起算し

て６箇月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して１年を経過したときは、この決

定の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。ただし、この決定があったこと

を知った日の翌日から起算して60日以内に異議申立てをした場合には、この決定の取消しの

訴えは、その異議申立てに対する決定があったことを知った日の翌日から起算して６箇月以

内に提起することができます（なお、その決定があったことを知った日の翌日から起算して



６箇月以内であっても、その決定の日の翌日から起算して１年を経過したときは、この決定 

の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。               」

を 

「１ この処分について不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算し

て３月以内に、行政不服審査法の規定に基づき、高知県知事に対して審査請求をすることが

できます（なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３月以内であって

も、この処分の日の翌日から起算して１年を経過したときは、審査請求をすることができな

くなります。）。 

２ この処分については、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６月以内に、

行政事件訴訟法の規定に基づき、高知県を被告として（訴訟において高知県を代表する者

は、高知県知事となります。）、処分の取消しの訴えを提起することができます（なお、こ

の処分があったことを知った日の翌日から起算して６月以内であっても、この処分の日の翌

日から起算して１年を経過したときは、処分の取消しの訴えを提起することができなくなり

ます。）。ただし、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３月以内に審査請

求をした場合には、その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して

６月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます（なお、その裁決があったこと

を知った日の翌日から起算して６月以内であっても、その裁決の日の翌日から起算して１年 

を経過したときは、処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。    」

に改める。 

別記第７号様式中「㊞」を削る。 

別記第８号様式の２中 

「１ この決定に不服があるときは、この決定があったことを知った日の翌日から起算して60日

以内に、行政不服審査法に基づき高知県知事に対して異議申立てをすることができます（な

お、この決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内であっても、この決定の

日の翌日から起算して１年を経過したときは、異議申立てをすることができなくなりま

す。）。 

２ この決定の取消しの訴えは、この決定があったことを知った日の翌日から起算して６箇月

以内に、高知県を被告として（訴訟において高知県を代表する者は、高知県知事になりま

す。）提起することができます（なお、この決定があったことを知った日の翌日から起算し

て６箇月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して１年を経過したときは、この決

定の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。ただし、この決定があったこと

を知った日の翌日から起算して60日以内に異議申立てをした場合には、この決定の取消しの

訴えは、その異議申立てに対する決定があったことを知った日の翌日から起算して６箇月以

内に提起することができます（なお、その決定があったことを知った日の翌日から起算して

６箇月以内であっても、その決定の日の翌日から起算して１年を経過したときは、この決定 

の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。               」

を 

「１ この処分について不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算し

て３月以内に、行政不服審査法の規定に基づき、高知県知事に対して審査請求をすることが

できます（なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３月以内であって

も、この処分の日の翌日から起算して１年を経過したときは、審査請求をすることができな

くなります。）。 

２ この処分については、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６月以内に、

行政事件訴訟法の規定に基づき、高知県を被告として（訴訟において高知県を代表する者

は、高知県知事となります。）、処分の取消しの訴えを提起することができます（なお、こ



の処分があったことを知った日の翌日から起算して６月以内であっても、この処分の日の翌

日から起算して１年を経過したときは、処分の取消しの訴えを提起することができなくなり

ます。）。ただし、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３月以内に審査請

求をした場合には、その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して

６月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます（なお、その裁決があったこと

を知った日の翌日から起算して６月以内であっても、その裁決の日の翌日から起算して１年 

を経過したときは、処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。    」

に改める。 

別記第９号様式中「㊞」を削り、同様式注１の(１)のア中「別記第10号様式による死亡証明書

又は死体検案書」を「独立行政法人福祉医療機構が定めた死亡証明書（死体検案書）」に改め

る。 

別記第10号様式及び別記第11号様式を次のように改める。 

第10号様式及び第11号様式 削除 

別記第14号様式中 

「１ この決定に不服があるときは、この決定があったことを知った日の翌日から起算して60日

以内に、行政不服審査法に基づき高知県知事に対して異議申立てをすることができます（な

お、この決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内であっても、この決定の

日の翌日から起算して１年を経過したときは、異議申立てをすることができなくなりま

す。）。 

２ この決定の取消しの訴えは、この決定があったことを知った日の翌日から起算して６箇月

以内に、高知県を被告として（訴訟において高知県を代表する者は、高知県知事になりま

す。）提起することができます（なお、この決定があったことを知った日の翌日から起算し

て６箇月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して１年を経過したときは、この決

定の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。ただし、この決定があったこと

を知った日の翌日から起算して60日以内に異議申立てをした場合には、この決定の取消しの

訴えは、その異議申立てに対する決定があったことを知った日の翌日から起算して６箇月以

内に提起することができます（なお、その決定があったことを知った日の翌日から起算して

６箇月以内であっても、その決定の日の翌日から起算して１年を経過したときは、この決定 

の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。               」

を 

「１ この処分について不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算し

て３月以内に、行政不服審査法の規定に基づき、高知県知事に対して審査請求をすることが

できます（なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３月以内であって

も、この処分の日の翌日から起算して１年を経過したときは、審査請求をすることができな

くなります。）。 

２ この処分については、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６月以内に、

行政事件訴訟法の規定に基づき、高知県を被告として（訴訟において高知県を代表する者

は、高知県知事となります。）、処分の取消しの訴えを提起することができます（なお、こ

の処分があったことを知った日の翌日から起算して６月以内であっても、この処分の日の翌

日から起算して１年を経過したときは、処分の取消しの訴えを提起することができなくなり

ます。）。ただし、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３月以内に審査請

求をした場合には、その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して

６月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます（なお、その裁決があったこと

を知った日の翌日から起算して６月以内であっても、その裁決の日の翌日から起算して１年 

を経過したときは、処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。    」



に改める。 

別記第15号様式中 

「                   住所 

氏名          ㊞」 

を 

「加入者（年金受給権者又は年金管理者） 住所 

氏名           」 

に改める。 

別記第16号様式中 

「１ この決定に不服があるときは、この決定があったことを知った日の翌日から起算して60日

以内に、行政不服審査法に基づき高知県知事に対して異議申立てをすることができます（な

お、この決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内であっても、この決定の

日の翌日から起算して１年を経過したときは、異議申立てをすることができなくなりま

す。）。 

２ この決定の取消しの訴えは、この決定があったことを知った日の翌日から起算して６箇月

以内に、高知県を被告として（訴訟において高知県を代表する者は、高知県知事になりま

す。）提起することができます（なお、この決定があったことを知った日の翌日から起算し

て６箇月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して１年を経過したときは、この決

定の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。ただし、この決定があったこと

を知った日の翌日から起算して60日以内に異議申立てをした場合には、この決定の取消しの

訴えは、その異議申立てに対する決定があったことを知った日の翌日から起算して６箇月以

内に提起することができます（なお、その決定があったことを知った日の翌日から起算して

６箇月以内であっても、その決定の日の翌日から起算して１年を経過したときは、この決定 

の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。               」

を 

「１ この処分について不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算し

て３月以内に、行政不服審査法の規定に基づき、高知県知事に対して審査請求をすることが

できます（なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３月以内であって

も、この処分の日の翌日から起算して１年を経過したときは、審査請求をすることができな

くなります。）。 

２ この処分については、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６月以内に、

行政事件訴訟法の規定に基づき、高知県を被告として（訴訟において高知県を代表する者

は、高知県知事となります。）、処分の取消しの訴えを提起することができます（なお、こ

の処分があったことを知った日の翌日から起算して６月以内であっても、この処分の日の翌

日から起算して１年を経過したときは、処分の取消しの訴えを提起することができなくなり

ます。）。ただし、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３月以内に審査請

求をした場合には、その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して

６月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます（なお、その裁決があったこと

を知った日の翌日から起算して６月以内であっても、その裁決の日の翌日から起算して１年 

を経過したときは、処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。    」

に改める。 

別記第18号様式中 

「    住所 

氏名          ㊞」 

を 



「請求者 住所 

氏名           」 

に改める。 

別記第20号様式中 

「１ この決定に不服があるときは、この決定があったことを知った日の翌日から起算して60日

以内に、行政不服審査法に基づき高知県知事に対して異議申立てをすることができます（な

お、この決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内であっても、この決定の

日の翌日から起算して１年を経過したときは、異議申立てをすることができなくなりま

す。）。 

２ この決定の取消しの訴えは、この決定があったことを知った日の翌日から起算して６箇月

以内に、高知県を被告として（訴訟において高知県を代表する者は、高知県知事になりま

す。）提起することができます（なお、この決定があったことを知った日の翌日から起算し

て６箇月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して１年を経過したときは、この決

定の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。ただし、この決定があったこと

を知った日の翌日から起算して60日以内に異議申立てをした場合には、この決定の取消しの

訴えは、その異議申立てに対する決定があったことを知った日の翌日から起算して６箇月以

内に提起することができます（なお、その決定があったことを知った日の翌日から起算して

６箇月以内であっても、その決定の日の翌日から起算して１年を経過したときは、この決定 

の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。               」

を 

「１ この処分について不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算し

て３月以内に、行政不服審査法の規定に基づき、高知県知事に対して審査請求をすることが

できます（なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３月以内であって

も、この処分の日の翌日から起算して１年を経過したときは、審査請求をすることができな

くなります。）。 

２ この処分については、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６月以内に、

行政事件訴訟法の規定に基づき、高知県を被告として（訴訟において高知県を代表する者

は、高知県知事となります。）、処分の取消しの訴えを提起することができます（なお、こ

の処分があったことを知った日の翌日から起算して６月以内であっても、この処分の日の翌

日から起算して１年を経過したときは、処分の取消しの訴えを提起することができなくなり

ます。）。ただし、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３月以内に審査請

求をした場合には、その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して

６月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます（なお、その裁決があったこと

を知った日の翌日から起算して６月以内であっても、その裁決の日の翌日から起算して１年 

を経過したときは、処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。    」

に改める。 

別記第20号様式の２中「㊞」を削る。 

別記第20号様式の４中 

「１ この決定に不服があるときは、この決定があったことを知った日の翌日から起算して60日

以内に、行政不服審査法に基づき高知県知事に対して異議申立てをすることができます（な

お、この決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内であっても、この決定の

日の翌日から起算して１年を経過したときは、異議申立てをすることができなくなりま

す。）。 

２ この決定の取消しの訴えは、この決定があったことを知った日の翌日から起算して６箇月

以内に、高知県を被告として（訴訟において高知県を代表する者は、高知県知事になりま



す。）提起することができます（なお、この決定があったことを知った日の翌日から起算し

て６箇月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して１年を経過したときは、この決

定の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。ただし、この決定があったこと

を知った日の翌日から起算して60日以内に異議申立てをした場合には、この決定の取消しの

訴えは、その異議申立てに対する決定があったことを知った日の翌日から起算して６箇月以

内に提起することができます（なお、その決定があったことを知った日の翌日から起算して

６箇月以内であっても、その決定の日の翌日から起算して１年を経過したときは、この決定 

の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。               」

を 

「１ この処分について不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算し

て３月以内に、行政不服審査法の規定に基づき、高知県知事に対して審査請求をすることが

できます（なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３月以内であって

も、この処分の日の翌日から起算して１年を経過したときは、審査請求をすることができな

くなります。）。 

２ この処分については、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６月以内に、

行政事件訴訟法の規定に基づき、高知県を被告として（訴訟において高知県を代表する者

は、高知県知事となります。）、処分の取消しの訴えを提起することができます（なお、こ

の処分があったことを知った日の翌日から起算して６月以内であっても、この処分の日の翌

日から起算して１年を経過したときは、処分の取消しの訴えを提起することができなくなり

ます。）。ただし、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３月以内に審査請

求をした場合には、その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して

６月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます（なお、その裁決があったこと

を知った日の翌日から起算して６月以内であっても、その裁決の日の翌日から起算して１年 

を経過したときは、処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。    」

に改める。 

別記第21号様式中「㊞」を削る。 

別記第22号様式及び別記第23号様式中 

「    住所 

氏名          ㊞」 

を 

「届出者 住所 

氏名           」 

に改める。 

別記第24号様式中 

「加入者 住所 

氏名          ㊞」 

を 

「加入者 住所 

氏名           」 

に改める。 

別記第25号様式及び別記第26号様式中「㊞」を削る。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

 

 



 

 

 

規 則 

◎高知県心身障害者扶養共済制度条例施行規則の一部を

改正する規則 

 


